
船橋市消防指令システム設計業務事業者評価基準 

1 趣旨 

 この基準は、消防指令システム設計業務に関する提案のうち、最も優秀な提案を

行ったと認められる者を選定するための必要な事項を定める。 

 

2 評価方法 

⑴ 評価委員は提案書に基づくプレゼンテーション、質疑応答、見積金額を基に、

評価表の評価項目について評価し、評価点合計を算出する。 

⑵ 評価委員ごとに評価点の大きい提案者の順に、１位に１点、２位に２点、３位

に３点（以下同様）の順位点を付与する。 

全ての評価委員の順位点を合計し、順位点合計が一番小さい者を最優秀提案者

（受託候補者）とし、２位となった事業者を次点とする。 

【順位点による採点例】 

提案者 

評価委員 
受託候補者 A社 B社 C社 

評価委員 A １点（１位） ２点（２位） ３点（３位） ４点（４位） 

評価委員 B １点（１位） ２点（２位） ４点（４位） ３点（３位） 

評価委員 C ２点（２位） １点（１位） ３点（３位） ４点（４位） 

順位の合計点 ４点 ５点 １０点 １１点 

 

 受託候補者 次順位者 

順位の合計点 ４点 ５点 

最終順位 １位 ２位 

同点で同順位となった場合は、順位点とその下位の順位点を合計し、同順位者の

数で除した値を順位点とする。 

【例】２位が２者の場合：（２位＋３位）÷２者＝２．５点 

順位の合計点においては、最高得点が複数となった場合、１位を付けた評価委員

の人数が多い提案者を上位者とする。さらに順位点１位の数が同数である場合には、

２位を付けた評価委員の人数が多い者を上位者とする。 

 

3 評価項目と配点 

評価項目と配点については、下記のとおりとする。 

（1） 書類 

№ 審査項目 評価基準 配点 

１ 実績（過去５年間） 業務の実績 １０ 

２ 実施体制（工程） 実施工程表について、実施時期及び

実施期間が適切かつ具体的である。

打ち合わせ協議の設定は適正であ

る。 

２０ 

３ 実施体制（技術者） 技術者の保有資格要件や実績 ２０ 

４ 

 

提案内容の反映 設計業務契約用委託仕様書に提案内

容が反映されている。 
２０ 



５ 情報セキュリティ体制 情報セキュリティ体制を確立してい

る。 
２０ 

６ 見積価格 低価格順 １０ 

合計 １００ 

 

（2） プレゼンテーション・質疑応答 

 審査項目 評価基準 配点 

１ 本業務の基本方針 業務の在り方や対象となるシステム

に対する考え方が優れている。 
１０ 

２ 本業務に対する理解度 業務の目的を十分に理解し、目的を達

成するための効果的な内容や方法等

が提案されている。 

１０ 

３ 提案内容 提案書において、業務に必要な着眼

点、問題点、解決方法等が確認でき、

優れた提案である。 

１０ 

４ 実現性 提案書の説得力が十分で、実現性が認

められる。 
１０ 

５ 専門技術力 説明内容が提案書の内容をよく補完

しており、専門的な知識があると認め

られる。 

１０ 

合計 ５０ 

 


